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開催年月日 平成22年10月28日（木曜日） 開会 10時 02分 閉会12時10分 

開 催 場 所  第三委員会室 

出 席 委 員  
山木、清水、中田、田村、山腰、水口 事 
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田湯次長 

委員外議員～窪之内 山本主査 

欠 席 委 員  なし  

説 明 員  別紙のとおり 

議 件 別紙のとおり 
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１．所管からの報告事項について 

  次の事項について所管から説明を受け、質疑を行い、報告済みとした。 

（１）秋の丸加コスモスフェア開催結果について 

（２）たきかわ地産地消認定店制度の開始について 

（３）旧江部乙中学校跡地活用について 

（４）横綱白鵬関連事業の開催結果について 

（５）高温多雨による農作物への影響調査結果について 

（６）株式会社滝川農業開発公社第 22期第８回取締役会の開催結果について 

２．その他について 

  特になし 

３．次回委員会の日程について 

  平成22年11月 17日水曜日午後１時より第三委員会室において開催することと決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  上 記 記 載 の と お り 相 違 な い。 経済建設常任委員長  山 木   昇  ○印 



 

 

 

 

   平成22年10月27日 4 

 5 

 滝川市議会議長 中 田   翼 様 6 

 7 

                                 滝川市長 田 村   弘 8 

 9 

   経済建設常任委員会への説明員の出席について 10 

 11 

 平成22年10月22日付け滝議第116号で通知のありました経済建設常任委員会への説明員の出席要求について、次 12 

の者を説明員として出席させますのでよろしくお願いします。 13 

 なお、公務等の都合により出席を予定している説明員が欠席する場合もありますので申し添えます。この場合、 14 

必要があるときは、所管の担当者を出席させますのでよろしくお願いします。 15 

 16 

記 17 

 18 

 滝川市長の委任を受けた者 19 

  経済部長     若 山 重 樹 20 

  経済部参事     多 田 幸 秀 21 

  経済部商工観光課長    亓十嵐 千夏雄 22 

  経済部商工観光課副主幹    志 賀 久 幸 23 

  経済部商工観光課産業観光連携室主査  澤 田 忠 信 24 

  経済部農政課長     新 五 敏 幸 25 

  経済部農政課副主幹    鎌 塚 忠 夫 26 

  経済部農政課農業基盤整備室主査   寿 永 七月男 27 

 28 

 29 

                               （総務部総務課総務グループ） 30 

 31 

 32 
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 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 



 

 

 

 

第３０回経済建設常任委員会 47 

H22.10.28(木)10:00～ 48 

第 三 委 員 会 室 49 

○ 開  会   50 

 51 

 52 

○ 委員長挨拶（委員動静）  53 

 54 

 55 
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《経済部》 57 

（１）秋の丸加コスモスフェア開催結果について               （資料）商工労働課 58 

（２）たきかわ地産地消認定店制度の開始について              （資料）商工労働課 59 

（３）旧江部乙中学校跡地活用について                   （資料）商工労働課 60 

（４）横綱白鵬関連事業の開催結果について                 （資料）商工労働課 61 

（５）高温多雨による農作物への影響調査結果について              （資料）農 政 課 62 

（６）株式会社滝川農業開発公社第22期第８回取締役会の開催結果について （資料）農 政 課 63 

 64 

２．その他について  65 

 66 

  67 

 68 

３．次回委員会の日程について 69 

    平成22年11月17日（水）午後１時 第三委員会室 70 

 71 

 72 

 73 

○ 閉  会 74 

 75 

 76 

 77 

 78 

 79 

 80 

 81 

 82 

 83 

 84 

 85 

 86 

 87 

 88 
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 89 

第３０回 経済建設常任委員会 90 

H22.10.28(木)10:00～ 91 

第 三 委 員 会 室 92 

開 会 １０：０２ 93 

委員長     委員動静報告 94 

全員出席。委員外議員～窪之内。プレス空知の傍聴を許可する。 95 

         先日の経済建設常任委員会近隣市企業視察の報告書を机上配付しているので、 96 

お目通しいただきたい。 97 

１． 所管からの報告事項について 98 

（１）秋の丸加コスモスフェアの開催結果について 99 

委員長     （１）について説明願う。 100 

澤田主査     （別紙資料に基づき説明する。） 101 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 102 

副委員長     祭りをされたことに対するマスコミ報道はどのようなものがあったのかできる 103 

だけ具体的に伺いたい。 104 

澤田主査     祭りの当日は、各報道の方が何人か来られていた。残念ながら健康まつり、ぺ 105 

カンぺ祭などのイベントが重なっていたこともあり、終わってから北海道新聞、 106 

プレス空知に取り上げていただき記事に載せていただいた。 107 

副委員長     ニュースなどテレビ放映はどのようなものがあったのか伺う。 108 

澤田主査     ことしは、テレビ関係については、イベントには入っていなかったので、残念 109 

ながらテレビ放映はなかった。 110 

副委員長         全体で 2,700人ということであるが比較するだけの評価というのは、正し       111 

くないと思うが、観光面で言うと以前はテレビが入っていた。今回はテレビが 112 

入らなかったということと、コスモスの中に入って写真が撮れるところが１カ 113 

所しかなかったということでは、観光面での評価が尐し落ちてきているのかと 114 

思うが、総括をどのようにしているのか伺う。 115 

亓十嵐課長    総括ということであるが、コスモスの花は生き物なので、いつ咲くかというこ 116 

とが非常に微妙なことでもあり、当日は４分咲きくらいであった。イベントに 117 

合わせて、なるべく８分、９分咲きに近づけるように実施しなくてはいけない 118 

というところを、ことしは若干そのようなところが反省点と思っている。来年 119 

以降は時期を合わせながら実施していきたいと思っている。副委員長が言われ 120 

るように、テレビ放映があれば、全道、全国に発信できるので、その辺も努力 121 

していきたいと考えている。事前にＰＲをして当日は多くの観光客に来ていた 122 

だき、テレビ放映もしていただくと波及効果も高くなるので、それに向けて努 123 

力していきたいと思っている。 124 

委 員 長     他に質疑はあるか。 125 

窪之内委員外議員 ① 観光客の入り込み者数の 2,700人というのは、これまでの入り込み者数と 126 

比べてどうだったのか伺う。 127 

② ホーストレッキング、そのほかの参加者は出ていたが、私が昨年手伝いを 128 

していた途中までは、待っていなければ乗れないという状況であった。今回は 129 

希望者が尐なかったということもあって、そういうことはなかった。その辺が 130 

例年と比較しての違いが報告だけではわからないので伺う。 131 

③ 丸加高原応援団が主催をすることになったのは、今年度からなのか、いつ 132 



 

 

 

２ 

からなのか。実行委員会で行っていたのが、これに変わったのか。変わったこ 133 

とによって何か変化があったのか。手伝いをしていて、来ている方が尐ないと 134 

感じた。議員も余り見なかった。来年度に向けて総括して生かしていただきた 135 

いので、その点について伺う。 136 

澤田主査     ① 全体の入り込み者数については、昨年は3,000人であった。ことしは１割 137 

減という状況である。 138 

         ② ホーストレッキングでは、103名であり、昨年は145名で、42名ほど減っ 139 

た。乗馬体験については、ことしは口蹄疫の問題があったため、総合振興局か 140 

ら指導があり、例年羊の放牧場で行っていたが、その場には立ち入りができな 141 

いことから、急遽、大駐車場の横で試みた。スペース的なこともあって、こと 142 

しはポニーが５頭しか手配できなかったので、客の入り込み者数は昨年より減 143 

っていたが、ポニーの回転としては調度よい状況になっていた。 144 

         ③ 応援団の開催については、秋の丸加という形での開催が６回目、応援団の 145 

主催としては４回目の事業になる。実行委員会を事前に開催させていただき、 146 

役割分担、内容の組み立てを進めているが、今後客が減っていることで開催時 147 

期も含めて、皆さんと相談してやっていきたいと考えている。 148 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（１）は報告済みとする。（２）について説明を願 149 

う。 150 

         （２）たきかわ地産地消認定店制度の開始について 151 

澤田主査     （別紙資料に基づき説明する。） 152 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 153 

副委員長     認定店から要望、活用等が出されていれば伺いたい。 154 

澤田主査     今回、積極的に15店舗の申請をいただいた。出されたときに今後の効果につい 155 

てどのようにやっていくのかという質問があった。協議会としてもなるべく広 156 

く周知するとともに、新聞等に大きく取り上げていただいて皆さんに知っても 157 

らえる工夫をして、今後１店でも２店でもふえていくようにしてほしい。協議 158 

会としても、そうしていきたいと考えている。 159 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（２）は報告済みとする。（３）について説明を願 160 

う。 161 

         （３）旧江部乙中学校跡地活用について 162 

亓十嵐課長    （別紙資料に基づき説明する。） 163 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 164 

田  村     ① これはビニールハウスを株式会社滝川アグリに売却したということで、当 165 

然売買で成立するが、今までの固定資産税の未納分はこの中に入るのか。 166 

         ② 今後このビニールハウスに対する固定資産税はどのようになっていくのか。 167 

         ③ 資料の下段のこれまでの経過ということで、地域再生計画の認定取り消し 168 

となっているが、取り消しになってどのようになっていくのか伺う。 169 

亓十嵐課長    ①② 固定資産税の関係であるが、データを持ち合わせていないので後ほど説 170 

明する。 171 

         ③ 地域再生については、認定取り消しをしたが、取り消しということで、こ 172 

の後何も支障はない。 173 

田  村     賃貸料が月3万1,787円という積算根拠について伺う。 174 

亓十嵐課長    これについては市の普通財産貸付料算定基準というのがあり、評価額に５％を 175 

掛けて出した金額である。 176 
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田  村     １年契約なのか。借りるということであれば再契約はするが、相手方がやめる 177 

と言うと１年でやめるということになるのか伺う。 178 

亓十嵐課長    先ほど説明したとおり、１年ではあるが、甲乙３カ月前に何らかの拒絶をしな 179 

ければ、自動更新ということになっていて、そういうことからすれば相手方か 180 

ら３カ月前にやめると言われればそのとおりになるという契約になっている。 181 

委 員 長     他に質疑はあるか。 182 

副委員長     普通財産の貸与ということで、雑草処理、木の剪定等については、どんな契約 183 

になっているのか。地域の方が草刈りに精を出したということが報道され、広 184 

いところをボランティアで行い大変だなと思って記事を見たが、今後はどうな 185 

るかについて伺う。 186 

亓十嵐課長    今回の土地の貸付については、現在建築されているハウスの投影面積、プラス 187 

アルファの部分で 9,600平米と算出し貸していて、グラウンド全地ではない。 188 

基本的には、貸付面積の中の管理については、相手方に十分やっていただくと 189 

いうことであるが、それ以外の部分については今までどおり市で行い、ボラン 190 

ティアでやっていただければ幸いと思っている。 191 

副委員長     １万平米なのでグラウンドの３分の２ぐらいにはなるのかと思うが、一部と聞 192 

いていたので不思議に思ったのだが、グラウンドのどれぐらいのシェアなのか、 193 

そういうことであればくいを打って区域がわかるようにしないと、管理すると 194 

きに、ここは地域住民の借りている方がやるところと思ってしまえば、そのほ 195 

かの部分の管理責任の所在等もはっきりしないのではないかと思うが、管理方 196 

式について伺う。 197 

亓十嵐課長    残念ながら今グラウンドの敷地面積全体の数字は出てこないが、図面上から言 198 

うとグラウンドの３分の１から２分の１というところで、グラウンドの西側に 199 

ハウスが建っているので、南東側左半分にハウスが建ち、右半分は空き地にな 200 

っている。管理区分は相手方と現地で立ち会って協議しなければならないと考 201 

えている。境界については、実測しながら相手側と相談し、区分けのわかるよ 202 

うな方法をとる。 203 

副委員長     貸付している部分の草刈り等と貸付についての答弁がされていないので願いた 204 

い。 205 

亓十嵐課長    貸付している部分の草刈り等についても、十分相手方に実施してもらい、それ 206 

以外の部分については、土地の所有者である市のほうが管理していく。      207 

副委員長     企業が普通財産を借りるのだから、普通の民有地を借りるよりもっときちんと 208 

した使用をしてほしい。アルミのパイプでいいから、高さ１メートルぐらい雪 209 

が降ってもわかるような高さの柵をきちんとつくるなど、市民がはっきりわか 210 

るようなことをしないと、結局地域に迷惑を掛けるということが危惧される。 211 

先ほど、質疑した中で、地域住民が草刈りに汗を流すというのはある面美しい 212 

姿でもあるが、そこで携わっている人は喜んでやっているわけではない。草刈 213 

りという作業は本当に大変で、市が責任を持つというのであれば、お金を出し 214 

て作業員を雇用するか、地域に依頼するのかということも含めて、管理方針に 215 

ついて再度伺う。 216 

亓十嵐課長    管理区域の明確化については承知した。そのような形で実施したいというふう 217 

に思っている。それぞれの区分については、相手方のほうにも貸付の部分の草 218 

刈り等については連絡するよう指導し、市の部分についても管理していく所管 219 

と協議をしながら万全を期していきたい。 220 
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委 員 長     他に質疑はあるか。 221 

窪之内委員外議員 ① 株式会社セイコーマートからの活用計画の中で、高齢者･身障者雇用を配慮 222 

するような一言があったということであるが、雇用人数の計画的なものが示さ 223 

れていればということと、地元中心に要望はされたと思うが、その辺の経緯を 224 

伺う。 225 

         ② 以前本会議でも質問したと思うが、株式会社サークル鉄工等の賃貸契約が 226 

されていて、それで何年間も契約期間があったはずなのに、株式会社サークル 227 

鉄工がこういう形になったときに、管理はどのようにしていくのかという質問 228 

をしたところ、契約期間がまだあるので、あるうちは市が管理しているという 229 

のではなく、その部分については草刈りも含めて相手方が管理していくという 230 

ことであったが、結果的には、今回のこのことについて、今まで株式会社サー 231 

クル鉄工と契約していたところ全部なくなったということで理解してよいのか。 232 

校舎の一部を使うということにもなっていたと思うが、その辺を含めてどうな 233 

っているか伺う。 234 

         ③ ハウスとハウスの周りに一部ということになれば、ハウスに入るための校 235 

舎に入る道路はどうなるのか。その辺がどのような扱いをされていたのか伺う。 236 

         ④ 市の職員と住民のボランティアで木の伐採と草刈りを以前に行ったが、そ 237 

の後呼びかけがなく私も参加していないが、それ以来大きな木の伐採をされて 238 

いないのか。校舎の前等の草刈りについては、虫の問題もあり、きちんとして 239 

いただきたいとお願いしたときに、そこは株式会社サークル鉄工がやると言わ 240 

れた記憶があるが、株式会社セイコーマートが管理している部分以外は全部市 241 

が管理しているということになるのか伺う。  242 

亓十嵐課長    ① 雇用の関係であるが、今現在、滝川アグリが中島町でミニトマトのハウス 243 

栽培を行っている。そこで雇用している方を今使って江部乙のほうで植えつけ 244 

を行っている。それらの収穫期になると来年の３月から新たに雇用したいとい 245 

うことで、現在は８～10名のパート職員を採用する予定になっている。その際、 246 

高齢者、障害者の方の雇用につながればと考えている。 247 

         ② 株式会社サークル鉄工と結んでいた契約であるが、株式会社滝川アグリと 248 

契約した前日で契約の解除をしている。 249 

         ③ 校舎の関係では、株式会社サークル鉄工は地域再生計画認定取り消しの申 250 

請段階前より校舎の使用はしていないことから、セイコーマートで使いたいと 251 

いうことなので、道を経由して文部科学省で審査をしていただいている。全国 252 

から集まっているので、なかなか許可がおりない状況であるが、許可がおりた 253 

時点で賃貸契約を結ぶということになっている。今のところは１階の体育館部 254 

分を使いたいということであるが、許可がおりた段階で先方と面積等を詰めて 255 

いきたいと考えている。 256 

         ④ 管理の部分であるが、校舎の中を貸すということになっているので、外の 257 

管理までは考えていない。  258 

窪之内委員外議員 新聞報道では、うまくいけばハウスをふやしていきたいという意向も掲載され 259 

ていたが、そのようなときに境の線引きをくい打ち程度ではなく、塀を立てる 260 

ということが適切なのかどうかはわからないが、市としてはもっと積極的に使 261 

ってほしいし、もっとハウスを建てて雇用につなげてほしいという立場で、株 262 

式会社セイコーマートとの交渉に当たるべきと思うので、そういうことの支障 263 

にならないように、区分けとか、地域における虫の問題などいろいろな問題で 264 
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迷惑がかからないような対応策については関係所管でまとめてやっていただき 265 

たいと思うがいかがか。 266 

亓十嵐課長    市としても、株式会社サークル鉄工は地域再生計画を申請した段階で、跡地に 267 

ついても地域活性化につながるような計画のある企業を誘致したいというよう 268 

に動いていて、セイコーマートがあいにく手を挙げてくれたので、このような 269 

形になったが、当面先に申し上げたように 23年度は、2,500万円の売り上げ目 270 

標となっているが、これも株式会社セイコーマートの需要によっては、拡大の 271 

要素があるので経過を見ながらお願いをしていきたいと考えている。 272 

委 員 長     他に質疑はあるか。 273 

副委員長     耐震改修というのは、普通財産については基準を満たさなくても市としてそれ 274 

を貸せるという制度になっているのか、すべての公共施設は耐震化をするとい 275 

う前提で進めているが、これは例外扱いなのか。制度として問題がないのか確 276 

認したい。 277 

亓十嵐課長    耐震基準については、診断してみないとわからないが、一応今回は現状を確認 278 

していただいて賃貸をするということで了解をいただいている。前回の株式会 279 

社サークル鉄工に貸しているときと同様である。    280 

副委員長     株式会社サークル鉄工の使っていた時代と、情勢がガラッと変わっている。耐 281 

震診断というのが義務づけられたのは三、四年前の話で、それについて、きち 282 

んと調べて自治体責任を問われないように責任を維持しながら対応できるよう 283 

な体制にするということについて考えを伺う。 284 

亓十嵐課長    耐震改修については、検討させていただきたい。 285 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（３）は報告済みとする。（４）について説明を願 286 

う。 287 

         （４）横綱白鵬関連事業の開催結果について 288 

亓十嵐課長    （別紙資料に基づき説明する。） 289 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 290 

窪之内委員外議員 今後の予定については、前のときにいろいろな資料で示されたが、来場所に新 291 

記録達成がかかっている。私はもうやるべきではないと思うが、観光大使の活 292 

用ということから考えると、新記録が出たときにまた祝賀会を新たな形で催す 293 

とか、そういうことを考えているわけではないと思うが、市民がお金を使って 294 

活性化するということはよいことだが、観光大使が目的ということはそういう 295 

ことではないはずなので、来場所にそのようなことが出たとしても、新たなこ 296 

とを考えるということは今の時点ではどうなのか伺う。 297 

亓十嵐課長    今回補正予算を採択したが、あれは来年の３月までということで組ませていた 298 

だいた。今後については、11月 29日に東京で開催するロイヤルチェンバーオ 299 

ーケストラによるコンサートがある。そこで観光関連のブースを設置する。あ 300 

るいは、札幌で観光キャンペーンを行う。そのほかの祝賀会等については現在 301 

のところ予定はない。 302 

委 員 長      他に質疑はあるか。（なし）（４）は報告済みとする。所管入れかえのため若干 303 

         休憩する。 304 

休 憩 １０：５０ 305 

再 開 １０：５２ 306 

委 員 長     休憩前に引き続き会議を再開する｡（５）について説明を願う。 307 

         （５）高温多雨による農作物への影響調査結果について 308 
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新五課長     （別紙資料に基づき説明する。） 309 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 310 

副委員長     ① 特に小麦、菜種、花卉、タマネギ、トマトが２割ぐらいの被害だという。 311 

この中で、共済があって加入状況について水稲、菜種以外について伺う。  312 

         ② 花卉は半分、菜種は３分の１の減収ということで、農家の経営に対する影 313 

響もさることながら、来年以降の契約栽培等、播種等については影響がないと 314 

思うが、菜種については心配であるので、そのあたりについて伺う。 315 

新五課長          ① 水稲、小麦については資料に掲載しているが、野菜については影響ない。 316 

② 菜種の場合は、９月に播種ということで、来年度の分はもう播種されてい 317 

る。一応こちらで確認をしているところであるが、180 ヘクタールで、ことし 318 

並みの播種面積はあると聞いている。来年度については、なんとかいけるかと 319 

思っている。収穫についても通常基準反収 10 アール当たり 280 キログラムと 320 

いうのは滝川市の数字であり、通常であれば 280キログラムぐらいはとれると 321 

いうことで、200 キログラムを切ることはなかったのでことしはかなり悪かっ 322 

た。 323 

副委員長     結局、この減収分がそれぞれの経営に影響する。菜種で言えば、平均で100万 324 

円以上、花卉で言えば 150万円ぐらい。タマネギでも100万円以上、トマトで 325 

は30万円。100万円以上の減収というのは菜種だけで 100万円で、この人が小 326 

麦、水稲も作付しているとトータルして何百万円という減収になるわけで、非 327 

常に大変かと思う。問題は、無担保融資ということであるが、条件もかなり厳 328 

しいと思うがそういう点で、どんな経営対策を望もうとしているのか伺う。 329 

新五課長     北海道信連の無担保低金利農業経営支援資金というものは昨年もあって、かな 330 

り借りられていた。滝川市で信用保証協会の保証が得られない人がいるだろう 331 

ということで資金を準備したが、結果的には２件分で終わった。準備した資金 332 

が使われなかった部分もあるが、逆にそちらのほうで救われた。今年度につい 333 

ては、ＪＡ信連については設けると新聞にも載っていたが、道の対応について 334 

は、今後出てくると考えている。そういったものを確認しながら、農家への影 335 

響を考えていきたい。内容については、明確なものはないがこれから出てくる 336 

と思われるが、状況を見ながら対応していきたい。 337 

副委員長     来年播種する種農家で、種が不足するという心配はないのか伺う。  338 

新五課長     来年の種子は確保されていると思っている。 339 

委 員 長         私から説明する。減収の数字が出ているが、減収額の単価的なことはここには 340 

入っていない。12月の場合の単価ではどうなるかは今後でなければわからない 341 

と思う。あくまでも減収かなと思う。 342 

多田参事     今ここに出させてもらった数字というのは、道からの単価に基づいて、滝川の 343 

減収の状態を掛けて出したものである。実際の被害の状態というのは、滝川に 344 

おいて今委員長が言うようにどういう形で販売されてくるかによって被害額が 345 

大きく変わってくることも十分予想されるし、ここで出されているのはトータ 346 

ルの数字であって、個々の農家の状態によっては非常に違いがあるのかと思っ 347 

         ている。そういった個々の農家に対応した状態をしっかり把握して対策をとっ 348 

ていきたいと考えている。 349 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（５）は報告済みとする。（６）について説明を願う。 350 

         （６）株式会社滝川農業開発公社第22期第８回取締役会の開催結果について 351 

多田参事     （別紙資料に基づき説明する。） 352 
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委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 353 

副委員長     ① 臨時株主総会の時期について伺う。 354 

         ② 特別清算になることで、１つは費用的な問題、スケジュール的な問題等が 355 

どうなるのか伺う。 356 

③ 前回の第 29 回経済建設常任委員会で私が質疑をしたことについて春先の 357 

時点で、常任委員会として要求した資料及びつけ加えた資料について、損失補 358 

償が発生するという時点ではこれまでの取締役会で出さないということにつ 359 

いては、検討したいという答弁もあったが、この10月 19日の取締役会ではど 360 

のような議論がされ、どんな結論が出たのか伺う。 361 

       ④ 雇用の問題で、どういう責任を果たそうとしているのか。市の臨時職員や 362 

嘱託職員等で、雇うということは市の判断でできることで、ほかに斡旋をする 363 

というのは、ほかの企業の受け入れがあって初めて成り立つということで、明 364 

確に雇用が新たにできるという状況の中で斡旋をするのと、全く一般的に斡旋 365 

をするのとでは雇用に結びつくのかどうかというのは違うので、そういう点で 366 

滝川市としてどういう責任を持とうとしているのか伺う。 367 

多田参事     ① 臨時株主総会の時期については、あす29日に開催する予定である。                                                                          368 

② 特別清算のスケジュールということであるが、あす臨時株主総会が開催さ 369 

れて、解散が決定され、その後登記等を行って裁判所に特別清算の申し立てを 370 

行って、認可を受けていく流れになっている。その段階で清算人のほうで債権 371 

債務の計画を立てて裁判所の承認のもとに債権債務処理案が実行されていく 372 

という形になると思っている。清算人となられる方は今のところ弁護士を予定 373 

しているので、その方の費用がかかってくる。一般的にいえば 100万円と言わ 374 

れているが、そこまではかからないのではと把握をしている。 375 

         ④ 雇用の関係であるが、今現在従業員あるいはパートの方とそれぞれ斡旋に 376 

ついて個別の相談を受けていて、既に市内企業に働いてもらっている方もいる 377 

し、その中で、生活の困窮度であるとかをしっかりと把握をしながら、雇用の 378 

斡旋等を進めていきたいと思っている。これから継承していただく企業とも連 379 

携を図りながら斡旋のほうも進めていきたいと考えている。 380 

若山部長     ③ 要求した資料ということであるが、先般答えたのは私であったと思うが、 381 

以前に経済建設常任委員会で提出云々という形で、提出していない資料はとい 382 

うことであるが、私どもとしてはあれは事務長が答えたとおりと思っていて、 383 

先般お答えしたのは損失補償等で新たな資料が必要であれば私どものほうで吟 384 

味してその中で出せるものは出すという答えである。前に資料要求したのが今 385 

どうなっているのかということであれば、あの時点で私どもとしては事務長が 386 

答えたとおりである。 387 

副委員長     今の部長の答弁で、かつての資料要求の８項目については既に済んだことだと 388 

言うが、私が前回の委員会で求めたのは、状況が変わったから８項目で、また 389 

生き返って出してもらわなければならないということで要求したつもりだった 390 

のだが、そう受け取られてなかったということが今わかったので、改めて資料 391 

要求を常任委員会として求めることを提案したい。かつての８点というのは、 392 

もう一度述べる。 393 

① 19期、20期の原料タマネギの入庫の日付ごとのトン数。 394 

② 入庫したタマネギをいつ、どこへ、どれだけ転売したかの実績。 395 

③ 副市長の答弁、経済部長の答弁についてわからない答弁の連続なので、全 396 
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体の時系列がわかるようにした資料。これについては一定の資料が出されたが、 397 

もっと詳しい資料を求める。 398 

④ 損失補償についての契約書については出された。 399 

⑤ 19期、20期の借入金の推移についても出された。 400 

⑥ 廃棄したタマネギの年月日、トン数、裏づけは処理費として幾ら払ったか 401 

根拠がわかるもの。これについては全く出されていない。 402 

⑦ 公社の取締役会、経営会議、社内会議まで含めて、きちんと分けてされて 403 

いたのか不鮮明なので、それぞれの日時、議題、議事録も含めてということに 404 

ついては、全く出されていない。 405 

         ⑧ 調査チームは虚偽のメモであるというふうに断定した、平成21年当時の野 406 

澤取締役が自作自演したと言われている社長との協議報告書、これについて内 407 

容が虚偽でそんな事実はなかったと調査チームは結論づけたわけだが、このメ 408 

モの提出。この８点を要求したが、そのうち不十分な時系列と損失補償契約と 409 

借入金額の推移は出されたが、それ以外は出されていないのでその不足分につ 410 

いてを再度伺う。 411 

委 員 長     ただいま副委員長から口頭での資料要求があったがどうか。 412 

山  腰     回答内容は同じなのか、変化しているのか。 413 

若山部長     私たちの判断の中では、８点についてはあの時点で終了したという考えを持っ 414 

ている。取締役会にも諮ってそういう結論になっている。 415 

委 員 長     結論は出たということで、今資料要求されても出せないということか。 416 

若山部長     あの時点で終了を見たという結論ではなくて、これを出そうということで取締 417 

役会で諮って、こういう資料を出すという決定をいただいて出したということ 418 

である。 419 

委 員 長     ８点については当時取締役会にも諮り、その報告をさせてもらって必要な分は 420 

出したということでよいか。 421 

窪之内委員外議員 前回の副委員長の答弁で、部長は出さないと言っているのではない。損失補償 422 

を議会にかけなければならないわけで、議会と議論ができる資料は今後提出し 423 

ていかなければならない。それが何かは今後検討していくと答弁された。今後、 424 

損失補償を議論していく中で先ほど副委員長が求めていた、まだ出されていな 425 

い5.5のうちの３が出てくる可能性はあると私は前回そう受けとめていたのだ 426 

が違うのか伺う。 427 

若山部長     あの時点の回答としてはあの資料で済むと思っている。今回のは新たに副委員     428 

長からの資料要求という考えで、前のは終わったということで納得していただ 429 

いて、新たにこれを提出ということで理解しているが、会社も解散決議はされ 430 

ても、営業行為はできないが清算会社という会社で今も存在している。その中 431 

ですぐ判断することはできない問題であるし、これから清算に当たっていろい 432 

ろな問題が発生してくるとは思う。ここでそういう答えはできないが、会社の 433 

中でも判断して必要というものは前回も出させてもらったので、そういう観点 434 

で考えている。 435 

委 員 長     今回の副委員長の新たな資料要求というのは、今後において新たな部分が出た  436 

場合、これは新たな要求で、今後、あすの株主総会があるのでその流れで新た 437 

なものが出てきて報告できるものがあればその中で 5.5の資料要求があったの 438 

でそちらの判断もあることから、その中で、あれば出してもらうという方向で 439 

どうか。最悪なければないということになるのかもしれないが、5.5 の質問の 440 
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中で、またその付随した中であれば出してもらうということでよいか。（よし） 441 

そうさせてもらう。 442 

副委員長     5.5 について、きちんと取締役会で再度常任委員会から資料要求があったとい 443 

うふうに受けとめるようにしてほしい。 444 

委 員 長     委員会としては新たなものが出た場合に対して報告できるものは報告してもら 445 

うということでよいかと思うがいかがか。 446 

多田参事     10 月 19 日に開催された第８回取締役会においても、経済建設常任委員会で  447 

そういった議論があったと触れて、取締役の意見をいただきながら前回のとお 448 

りでよいという形でそれを受けて今回報告をさせてもらった。あす株主総会が 449 

開催され解散ということになれば、取締役もその段階でなくなって、清算会社 450 

の方に変わってくるということになるので、新たな取り扱いの状況の中で、今 451 

残されている新たな資料要求についても検討させていただくということになる 452 

と思っている。 453 

副委員長     話がややこしくなっているので、5.5について新たな資料要求を常任委員会と 454 

してしていただきたい。 455 

委 員 長     先ほど私が皆さんに確認をして、皆さんがうなずいてくれていたのでよいとい  456 

うことになったはずだが、今再度繰り返し申し上げている。それでよいと思う 457 

が、まだ納得いかないのか。 458 

副委員長     今の委員長の説明で納得した。先ほど質疑の途中で終わったのだが、その総務 459 

省通知の中の２、情報開示の決定による責任の明確化という項目があって、地 460 

方公共団体の長は議会、住民に対し抜本的処理策の検討に当たり、以下に掲げ 461 

る事項について明らかにする必要がある。この中で（１）経営責任、経営悪化 462 

の原因について明らかにするとともに、善管注意義務違反、忠実義務違反、不 463 

法行為責任に係る損害賠償請求の是非を検討の上、その旨を明らかにする必要 464 

がある。また、会計処理決算報告等が適正であったかどうかについても留意す 465 

る必要がある。ということを述べながら、（３）議会の関与として、債務調整 466 

を行う処理策という中で触れている必要な項目がある。このようなことにきち 467 

んと留意して、これまで田村市長は善管注意義務違反や忠実義務違反、不法行 468 

為はなかったということを述べているが、その根拠が示されていない。630 万 469 

円のタマネギが腐ったということは通常考えられないことで、それがありなが 470 

らなぜ違反に当たらないのかといった形で、議会、住民に対して田村市長は明 471 

らかにする必要がある。総務省通知がそう言ってるわけであるから、先ほどの 472 

5.5 に加えて、こういった観点で議会に報告し、それは損失補償議決の議案と 473 

いうものではなく、経済建設常任委員会に早期に、例えば臨時議会前の 11 月 474 

中旪に予定されている常任委員会にでも報告することを求めたいと思うがい 475 

かがか。 476 

委 員 長     それは要求か。 477 

副委員長     そのようなことの資料要求で、総務省通知に基づく情報開示ということである。 478 

若山部長     先般、副委員長からそういう話があって、総務省の主旨も十分読ませてもらっ 479 

て、全部が全部それに基づく中味によって考え方があると思うが、私たちもそ 480 

れは透明性を持ってやりたいと思っている。今言われたように一たん市長が善 481 

管注意なり、不法行為なりを含めてないという判断をした。私たちは誠意を持 482 

ってこれまでやってきているので、そういう観点ではやりたいとは思っている 483 

が、時期がいつどこでできるのかということはここでは答弁しかねる。 484 
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委 員 長     あくまでも総務省通知が来ているのでそれにのっとって粛々とやるということ 485 

         でよいかと思う。そのことについては時期的にはいつとは言えないが、今まで  486 

も答弁されているかもしれないが、そういう通知に基づいて再度やるというこ 487 

とで、早急に報告されたほうがよいと思うが所管はどうか。 488 

若山部長     私たちも損失補償について議会の議決を経なければならないということで、す 489 

ぐ本会議に出すということではなく、経済建設常任委員会の中でやっていきた 490 

いと思っている。 491 

委 員 長      休憩する。 492 

休 憩 １１：４０ 493 

再 開 １１：４８ 494 

委 員 長     休憩前に引き続き会議を再開する｡ 495 

副委員長     今回一番欠けているのは何かというと、特別整理する理由として透明性を図る 496 

ということを言われたが、一番しなければならないことは私は監査委員による 497 

監査だと思う。損失補償 8,000万円を出すという段階で、監査委員が監査をし 498 

ないというのは、議会として監査請求できる諸事情があるわけだから、市長が 499 

やらないと言うのなら議会が請求しないと市民の納得を得られないと思うので、 500 

ぜひ、常任委員会では議会として監査請求を求めるといった委員会決議をする 501 

ことを提案したいと思う。 502 

委 員 長     他に質疑はあるか。 503 

山  腰     そのことについて私ども新政会で協議した経過はない。副委員長が求めるので 504 

あればその機会をつくって協議はするが、個人的な見解から言わせてもらえば 505 

その必要はない。公社にもすぐれた監査役が２名もいる。何の機能も発揮して 506 

いなかったというのであれば別だが、その判断のもとに今の首長が市の監査委 507 

員に要求しなかったのだろうと判断している。回答はいずれするがきょうは即 508 

決はできない。 509 

委 員 長     他に質疑はあるか。 510 

副委員長     山腰委員のほうから会派としても検討したいということを言われたので、ぜひ  511 

そのように進めてもらいたいと思う。参考であるが、３年に１回農業開発公社 512 

の監査を行っていて、平成 18年にも行い、次はこの粉飾決算の直前に行ってい 513 

る。監査は定期的に行っているのだが、たまたまこの粉飾決算の直前だったの 514 

で、監査が粉飾決算のときにタイムリーに入っていれば監査委員が発見した可 515 

能性が高い。そういうことから言っても監査委員が監査するというのは、ごく 516 

普通のことだということで検討していただきたい。 517 

委 員 長     副委員長から提案があったが、山腰委員のほうから会派に持ち帰って相談する、 518 

即答はできないという話であったので、各会派に持ち帰って再度協議してもら 519 

って、11月17日の経済建設常任委員会に諮りたい。休憩する。 520 

休 憩 １１：５５ 521 

再 開 １１：５７ 522 

委 員 長     休憩前に引き続き会議を再開する｡協議の結果、各会派に持ち帰り再度協議して、 523 

11月 17日の経済建設常任委員会に諮りたいと申しあげたが、会派の諸事情に 524 

より11月17日の経済建設常任委員会以降に開催する委員会で諮ることとして 525 

よいか。（よし）他に質疑はあるか。 526 

窪之内委員外議員 任意整理と特別清算の根本的な違いについて伺いたい。最初は任意整理と言わ 527 

れていた。特別清算となった場合、どのような過程を経てどのように成るのか 528 
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ということがわからないので特別清算は結果的にどのような方向に向けてど 529 

ういう段階をとって進められていくのか、最後には裁判所の管理のもとでとい 530 

うことになるが、わからないので説明願いたい。 531 

委 員 長     わかりやすく短めに説明願う。 532 

多田参事     清算の中には、法的整理と任意整理として、私的整理がある。私的整理の中で、 533 

任意で整理をしていくという流れがある。その中で任意整理というのは、端的 534 

に言えば、債権者と債務者が相互の協議の中で行っていくことができるという 535 

のが任意整理である。任意整理になるとその中で、実質的に平等な者が中に入 536 

りながらやっていくことができる。逆に言うと公表されないで不透明さが残る 537 

という要素が存在するということが一般的に言われている。特別清算になって 538 

くると、清算になった後に裁判所に、特別清算の申し立てをする。そのときに 539 

会社の状況がこんな形であると収支の状況を提出して、特別清算が許可になれ 540 

ば、債権債務の状態を裁判所に提出し、裁判所の指導のもとに進めていく。任 541 

意整理では裁判所がかかわらないで、換価され債権者、債務者の、両方相互の 542 

協議の中で合意ができればその中で進めていく。そのようなことが大きな違い 543 

かと思う。特別清算でもまだ難題があり折り合いがつかないということになれ 544 

ば、破産という形になってきて、破産になると裁判所が実証をすることになる。 545 

スケジュール的には、通常は清算が終わって、自分たちの債権計画を上げて、 546 

債権者委員会を開いて説明する。その日程は、債権者の動向、換価できる状態 547 

で変わる。裁判所に提出し、裁判所がどれだけの期間で任意的処理ができるか、 548 

清算人を今のところ弁護士にお願いしている。そんなにかからずに裁判所が見 549 

つけてくれて、それに基づいてが債権債務については通常のどれだけ換価がで 550 

きるのか。スケジュールにより変わるので、一概に言えない。二、三年かかる 551 

場合もある。担当としての考え方としてはそんなにかからないで行っていきた 552 

いと考えている。 553 

窪之内委員外議員 そういう債権債務の整理を進めていく中で、新たな引き受け手を見つけていこ 554 

うという選択もあると理解してよいか。  555 

山  腰     これは清算であるから、法的に新規の企業が来てくれたら云々ということでな 556 

く、清算するということである。 557 

多田参事     次に継承してくれる方がいるいないではなく、今の公社にある固定資産等の資 558 

産を売れるもの、換価できるものは換価して、資産が総額幾らになるか、債権 559 

が幾らになるか、配分の仕方をどうするかを裁判所の指導のもとにおいて決め 560 

る。     561 

委 員 長     他に質疑はあるか。 562 

副委員長     清算という中に、建物の問題がある。土地は北海道電力株式会社から公社が賃 563 

貸しているのでそれは終わらせばよいのだが、その際の条件として、建物の撤 564 

去というものが発生するはずである。その建物の撤去にかかわることについて、 565 

あの建物の中に市の所有物がどれだけあって、そのあたりの関係と、清算の関 566 

係についてはどのように進んでいくのか伺う。  567 

山  腰     特別清算をするに当たって、清算人を選ばなくてはいけない。その清算人は全 568 

株主の責任を負って、財産、不動産含めて、全部凍結する。勝手に売ったりは 569 

できない。整理するときに、土地の問題等全部そこで行う。何も心配は要らな 570 

い。 571 

若山部長     山腰委員の言われるとおりである。土地が北海道電力株式会社であるというこ 572 
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とについては、今後協議しなくてはいけないことで、承継会社がどう考えるか 573 

ということで、一概には言えない。      574 

委 員 長     他に質疑はあるか。 575 

副委員長     今債権債務の関係が8,000万円前後と言われているが、仮に承継会社がいなか 576 

った場合に土地を返すときに発生する建物の設備の撤去費用が、8,000 万円の 577 

ほかに出てくると思う。そういうことについての進め方について聞いたわけで、 578 

仮に承継会社ができないと、市が所有物の撤去をしなくてはいけない。費用が 579 

どの程度かかるのか伺う。 580 

委 員 長          副委員長、お金の話はそこまでにして、方向がそれてきているのでよろしく願 581 

う。 582 

副委員長     市が所有物の撤去をしなくてはいけない。費用がどの程度かかるかだけ伺う。 583 

若山部長     今現段階では、承継会社に承継していただくことに精力を尽くしているところ 584 

でここまでしか答えられない。      585 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし）（６）は報告済みとする。 586 

         （３）旧江部乙中学校跡地活用についての①と②の回答がされていなかったの 587 

で回答願う。 588 

亓十嵐課長    先ほどの回答を留保していた件について回答する。 589 

         ① 株式会社サークル鉄工の固定資産税に異存はないかということであったが、 590 

所管に確認したところ個別案件には答えていなかったということであったので 591 

理解願いたい。 592 

         ② 副委員長から公社の貸与についての耐震の問題については、現在学校とい 593 

う用途を廃止されていて、普通財産ということになっているので、耐震診断は 594 

義務化されてはいないということで当然していない。現況のままを貸与するこ 595 

とについては法的には問題ないということである。 596 

委 員 長     （３）は報告済みとする。 597 

         ２．その他について    598 

 委員から何かあるか。（なし）事務局からあるか。（なし） 599 

 ３．次回委員会の日程について 600 

委員長         次回委員会の日程については、11月 17日水曜日、午後１時より第三委員会室 601 

において開催することとしてよいか。（よし）。そのように決定した。案内通知 602 

は省略するので了承願う。 603 

         以上をもって、第 30回経済建設常任委員会を閉会する。 604 

閉 会 １２：１０ 605 
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